
公 示 日：2023 年 8 月 16 日（水） 

調達管理番号：23a00507 

国 名：ベトナム 

担 当 部 署： 人間開発部保健第二グループ保健第三チーム 

調 達 件 名：ベトナム国遠隔技術を活用した医療人材能力向上体制強化プロジ

ェクト詳細計画策定調査（評価分析） 

 

・「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定さ

れる業務（役務）が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消

費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せずに積算し

てください。（全費目不課税） 

 

1. 担当業務、格付等 

（１） 担当業務 ：評価分析 

（２） 格 付  ：3 号 

（３） 業務の種類：調査団参団 

 

2. 契約予定期間等 

（１） 全体期間：2023 年 9 月下旬から 2023 年 11 月上旬 

（２） 業務人月：現地 0.57、国内 0.50、合計 1.07 

（３） 業務日数：準備期間     現地業務期間    整理期間 

5 日  17 日 5 日 

 

3. 簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法 

（１） 簡易プロポーザル提出部数：1 部 

（２） 見 積 書 提 出 部 数：1 部 

（３） 提 出 期 限：2023 年 8 月 30 日（水）（12 時まで） 

（４） 提 出 方 法：電子データのみ 

 専用アドレス（e-propo@jica.go.jp） 

 提出方法等の詳細については JICA ホームページ内の以下をご覧ください。 

「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン（2022 年 4 月）」

の「別添資料 11  業務実施契約（単独型）公示にかかる競争手続き」 

mailto:e-propo@jica.go.jp


https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330

.html 

 

電子メールでの提出時、機構より自動配信にて【受信完了のご連絡】メールが

届きます。宛先のアドレス間違いもなく自動配信メールが届かない場合には、提

出期限（時刻）までにその旨をお電話で03-5226-6608まで必ずご連絡ください

ますようお願い致します。 提出期限までにご連絡がなく、機構がプロポーザル

を受信できていなかった場合は、該当のプロポーザルは評価対象と致しかねま

す。 

 

なお、個人の資格で競争に参加する場合、簡易プロポーザル提出５営業日前ま

でに所定の競争参加資格審査申請書の提出が必要です。 

 

 評価結果の通知：2023 年 9 月 8 日（金）までに個別通知 

提出されたプロポーザルを JICA で評価・選考の上、契約交渉順位を決定しま

す。 

 

 評価結果説明の取り止め： 2023 年 6 月 30 日のお知らせに掲載

（ https://www.jica.go.jp/about/announce/information/consultant/2023/20230

630.html）のとおり、2023 年 7 月以降の単独型公示については評価結果の

説明を取り止め、評価結果通知の別紙により評価点及び業務従事予定者の個

人名を全競争参加者に通知しますので、ご了承の上、応募願います。 

 

4. 簡易プロポーザル評価項目及び配点 

（１） 業務の実施方針等： 

① 業務実施の基本方針 16 点 

② 業務実施上のバックアップ体制 4 点 

（２） 業務従事者の経験能力等： 

① 類似業務の経験 40 点 

② 対象国・地域での業務経験 8 点 

③ 語学力 16 点 

④ その他学位、資格等 16 点 

（計 100 点） 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/consultant/2023/20230630.html
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/consultant/2023/20230630.html
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類似業務経験の分野 各種評価調査 

対象国及び類似地域 ベトナム及び東南アジア地域 

語学の種類 英語 

 

5. 条件等 

（１） 参加資格のない社等： 

応募を排除する者はありませんが、本調査を受注した法人及び個人（補強所属

元企業含む）は、当該技術協力プロジェクト等事業本体への応募・参加を認めま

せん。 

（２） 必要予防接種：特になし 

 

6. 業務の背景 

ベトナムは、国内の経済成長に伴い平均寿命も年々延伸している。当該国政

府は、2025 年時の出生時平均余命を 74.5 歳と目標にする中、都市部の 76.8 歳

に対し、地方は 73.7 歳で未達成である（2022 年）。乳児及び 5 歳未満児死亡

率おいても政府が定めた 2025 年時目標に対し都市部は達成している一方で地

方は未達成であり（2022 年）、都市部と地方に医療格差がある1。 

省・市等の行政区分が最も多い北部内陸・山岳地域は、健康保険普及率が全

地域の中で最も高く（91.9%、2021 年）、地域間における人口当たりの医者数・

病床数は高い水準（2022 年）である一方、出生時平均余命が最も低く2、省以

下の医療施設の医療サービスの質が不十分な可能性がある。同地域の医療施設

を所掌する三次（中央）レベルの病院が集まる首都ハノイ市含む紅河デルタ地

域（都市部）は人口当たりの医者数・病床数が地域間で低い。質の高い医療を

求め都市部に位置する上位医療機関への患者集中が慢性的な課題となってお

り、北部内陸・山岳地域の省病院以下の医療サービスの質向上が、都市部との

 
1 ベトナム統計総局「Statistical Yearbook of Vietnam 2022」。 

乳児死亡率（対1000出生）の2025年目標値：12.5、2022年（推計値）都市部：7.0、地方：12.8 

5歳未満児死亡率（対1000出生）の2025年目標値：18.5、2022年（推計値）都市部：10.5、地

方：19.7 
2 同上。出生時平均余命（歳）の地域別統計（2022年推定値）北部内陸・山岳：71.2、中部高

原：71.1、北中部・中央沿岸：73.4、メコン河デルタ：75.0、 紅河デルタ：75.2、南東：

76.1 

医者数（対人口千人）の地域別統計（2022年推定値）。全土：1.00、北部内陸・山岳：0.94、

南東：0.88、メコン河デルタ：0.79、紅河デルタ：0.64、中部高原：0.63、ハノイ市：0.50。 

病床数（対人口1万人）の地域別統計（2022年推定値）。全土：31.7、北中部・中央沿岸：

33.6、北部内陸・山岳：33.0、メコン河デルタ：28.0、南東：24.8、中部高原：18.1、紅河デ

ルタ：17.0、ハノイ市：3.5 
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医療格差を減らし、北部都市部の上位医療機関の患者集中緩和に寄与する可能

性がある。 

その解決の一つの糸口として、デジタル技術の活用に大きな期待が寄せられ

ている。例えばベトナム保健省は、デジタルトランスフォーメーション（DX）

の潮流、コロナウイルス感染症の国内での流行を踏まえ、遠隔医療に係る中央

と地方病院のネットワーク構築に向けた通知「遠隔医療実施のためのプロジェ

クト 2020-2025」（2020 年）を発行し、保健省主導で国内数病院を対象にした

パイロット事業を展開中であり遠隔医療を促進している。 

かかる状況下、ベトナム政府より、遠隔医療の実用に向けた体制整備を通じ

た保健医療サービスの向上を目的とした技術協力「遠隔技術を活用した医療人

材能力向上体制強化プロジェクト」（以下、「本事業」という。）が要請された。

本事業は、都市部・地方の医療格差是正を主眼として、上位から下位医療機関

で遠隔医療を行える体制構築とリファラル体制強化を目指すものである。遠隔

医療の実用に向け、ベトナム全国の拠点病院をリソースとしながらパイロット

活動を北部で実施し、将来的な全国展開・連携を視野に入れる。 

今回実施する詳細計画策定調査は、本事業に係る計画枠組み及び実施体制等

を整理した上で、プロジェクトの内容を確認・協議し、合意文書（M/M）締結

を行うとともに、事前評価を行うことを目的として実施するものである。 

 

7. 業務の内容 

本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の

上、他の調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、担当分野

に係る協力計画の策定及び評価6基準（妥当性、整合性、有効性、インパク

ト、効率性、持続性）に基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理す

るとともに、協力計画策定のために必要な以下の調査を行う。なお、JICA事業

評価における評価基準・手続きについては監督職員より情報提供を行う。具体

的担当事項は次のとおりとする。 

 

（１）国内準備期間（2023 年 9 月下旬～2023 年 10 月上旬） 

① 要請書・関連報告書等の資料･情報の収集･分析により要請背景・内容

を把握し、我が国及び他援助機関（世界銀行、国連開発計画等）のこ

れまでの協力状況・成果・課題も確認する。 

② ベトナム側関係機関や他ドナー等に対する質問票（案）（英文）を作成

する。その際、別途派遣される他分野の団員と内容が重複しないよう
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適宜調整し、他団員が作成した質問票（案）との取り纏めに協力す

る。作成した質問項目（案）は、現地派遣前にJICAに提出する。 

③ プロジェクトのPDM（Project Design Matrix）案、PO（Plan of 

Operations）案を検討する。 

④ 調査団内の打合せ、対処方針会議等に参加する。 

 

（２）現地業務期間（2023年10月上旬～2023年10月下旬） 

① JICAベトナム事務所等との打合せに参加する。 

② ベトナム側関係機関との協議及び現地調査（北部は都市部（ハノイ

市）・地方部、中部は都市部（フエ市）、南部は都市部（ホーチミン

市））に参加し、調査の目的・方法・手順等について説明を行う。ま

た、他分野の団員と協力し、議事録を作成する。 

③ 事前にJICAベトナム事務所を通じてベトナム側関係機関に配布した質問

票への回答や上記②を通じ、情報･資料を収集・整理し、現状・課題を

把握・分析する。具体的には以下のとおり。 

ア）要請背景・内容 

イ）関連する開発計画、政策、制度 

ウ）ベトナム全域、本事業対象地域、プロジェクトサイトの保健課題 

エ）関連各組織（保健省、対象医療施設） 

(a)所掌業務、組織体制、根拠法 

(b)人員体制 

(c)役割分担、中央・地方の連絡調整／指揮命令体制 

(d)予算規模、内訳、予算獲得・配賦の仕組み 

オ）本事業実施に係る日本側負担事項及び先方負担事項 

カ）本事業に関連する他援助機関の活動動向、連携の可能性 

キ）事前評価に必要となる情報 

④ 調査団及びベトナム側関係者と協議の上、PDM（案）（英文）、PO

（案）（英文）の作成を支援する。 

⑤ 調査団及びベトナム側関係者との協議で合意された内容について、R/D

（案）（英文）及び協議議事録（M/M：Minutes of Meetings）（案）（英

文）の作成に協力する。特に、PDM案の成果指標の設定について、開発
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課題別の指標例及び代表的教訓レファレンス3を踏まえ、主担当としての

検討及び取りまとめを行う。 

⑥ ベトナム側実施機関に対するR/D案を含むM/M案への説明に参加し、必

要に応じて内容の説明、補足を行う。 

⑦ 担当分野に係る調査結果をJICAベトナム事務所等に報告する。 

 

（３）帰国後整理期間（2023 年 10 月下旬～2023 年 11 月上旬） 

① 帰国報告会、国内打合せに出席し、担当分野に係る調査結果を報告する。 

② 本事業に係る状況分析や評価 6 基準の観点から、リスク管理チェックシ

ート（案）に必要な情報を他分野の団員とともに取りまとめる。 

③ 評価 6 基準の観点からプロジェクトを分析し、事業事前評価表（案）（和

文・英文）を作成し、その取りまとめに協力する。 

④ 担当分野にかかる詳細計画策定調査報告書（案）（和文）を作成する。 

 

8. 報告書等 

業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。なお、報告書を作

成する際には、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関す

るガイドライン」を参照願います。 

 

（１） 業務完了報告書 

2023 年 11 月 10 日（金）までに提出。 

次の①～②、及び収集資料一式を参考資料として添付することとし、電子デー

タにて提出する。 

① 事業事前評価表（案）（和文・英文） 

② 担当分野に係る詳細計画策定調査報告書（案）（和文） 

 

9. 見積書作成に係る留意点 

本公示の積算を行うにあたっては、「コンサルタント等契約における経理処理

ガイドライン（2022 年 4 月-2023 年 4 月追記版）」の「Ⅹ．業務実施契約（単

独型）」及び「別添資料２ 報酬単価表」を参照願います。  

 
3 技術協力 開発課題別の指標例及び代表的教訓レファレンス | 事業評価 | 事業・プロジェ

クト - JICA 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Factivities%2Fevaluation%2Findicators%2Ftechnical.html&data=05%7C01%7CYoshizawa.Shinobu%40jica.go.jp%7C082e455a7aca4b308efb08da7f5f6123%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C637962344870992562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SVCYbh7nDHXob6hzLlJYZfrKZcl5%2BlEU7dqphHdF%2BeE%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Factivities%2Fevaluation%2Findicators%2Ftechnical.html&data=05%7C01%7CYoshizawa.Shinobu%40jica.go.jp%7C082e455a7aca4b308efb08da7f5f6123%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C637962344870992562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SVCYbh7nDHXob6hzLlJYZfrKZcl5%2BlEU7dqphHdF%2BeE%3D&reserved=0
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https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html  

 

留意点は以下のとおりです。 

 

（１） 航空賃及び日当・宿泊料等 

航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含みます（見積書に計上して下さい）。 

航空経路は、日本⇒ホーチミン（直行便）⇒フエ（直行便）⇒ハノイ（直行便）

⇒日本（直行便）標準とします。 

 

10. 特記事項 

（１） 業務日程／執務環境 

① 現地業務日程 

現地業務期間は 2023 年 10 月 9 日（ホーチミン入）～2023 年 10 月 25 日（ハ

ノイ 24 日出）を予定しています。 

JICA の調査団員（協力企画）が現地調査（北部・中部・南部）の全行程に同

行、総括・技術参与が北部のみの同行を予定しています。 

② 現地での業務体制 

本業務に係る調査団構成は、以下のとおりです。 

ア） 総括（JICA） 

イ） 協力企画（JICA） 

ウ） 技術参与（調整中） 

エ） 評価分析（本コンサルタント） 

③ 便宜供与内容 

JICA ベトナム事務所による便宜供与事項は以下のとおりです。 

ア） 空港送迎：あり 

イ） 宿舎手配：あり 

ウ） 車両借上げ：全行程に対する移動車両の提供（JICA 職員等の調査期

間については、職員等と同乗することとなります。） 

エ） 通訳傭上：英語または日本語⇔ベトナム語の通訳を提供 

オ） 現地日程のアレンジ：JICA が必要に応じアレンジします。なお、JICA

団員到着前の関係機関へのアレンジについては、コンサルタントに

よるアポイント取り付けが必要となる場合があります。 

カ） 執務スペースの提供：なし 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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（２） 参考資料 

① 本業務に関する以下の資料を JICA人間開発部保健第二グループ保健第三

チームから配付しますので、hmge2@jica.go.jp 宛にご連絡ください。 

ア）要請書 

イ）ベトナム国診断治療法（2023） 

ウ）ベトナム国保健大臣決定「スマートヘルスケア情報技術の応用開

発プログラム導入 2019-2025」（2019） 

エ）ベトナム国保健大臣決定「遠隔診断治療プログラム 2020-2025」

（2020） 

オ）ベトナム国保健省通達「電子医療記録処方」（2018） 

② 本業務に関する以下の資料がJICA図書館のウェブサイトで公開されてい

ます。 

ア）ベトナム国 北西部省医療サービス強化プロジェクト終了時評価調

査報告書 

libopac.jica.go.jp/images/report/12291951.pdf 

イ）ベトナム国 北西部省医療サービス強化プロジェクト事後評価結果

票 

2020_1001034_4_f.pdf (jica.go.jp) 

ウ）ベトナム国保健医療従事者の質の改善プロジェクト終了時評価調

査報告書 

https://libopac.jica.go.jp/images/report/12253316.pdf 

 

③ 本契約に関する以下の資料を JICA 調達・派遣業務部契約第一課にて配付

します。配付を希望される方は、専用アドレス（e-propo@jica.go.jp）宛

に、以下のとおりメールをお送りください。 

ア）提供資料：「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対

策に関する規程（2022 年 4 月 1 日版）」及び「サイバーセキュリ

ティ対策実施細則（2022 年 4 月 1 日版）」 

イ）提供依頼メール 

・タイトル：「配付依頼：サイバーセキュリティ関連資料」 

・本 文 ：以下の同意文を含めてください。  

「標記資料を受理した場合、プロポーザル作成に必要な範囲を超

えての使用、複製及び第三者への提供は行わず、プロポーザル提出

辞退後もしくは失注後に速やかに廃棄することに同意します。」 

 

https://libopac.jica.go.jp/images/report/12291951.pdf
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2020_1001034_4_f.pdf
https://libopac.jica.go.jp/images/report/12253316.pdf
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（３） その他 

① 業務実施契約（単独型）については、単独（１名）の業務従事者の提案を

求めている制度ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効

とさせて頂きます。 

② 現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況に

ついては、JICA ベトナム事務所などにおいて十分な情報収集を行うとと

もに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調

整作業を十分に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体

制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等に

ついて同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとします。また現

地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載してください。な

お、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者を登録

してください。 

③ 本業務の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス（2014 年 10

月）」（http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf）の趣旨を念頭に

業務を行うこととします。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報

相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談してください。 

④ 本業務については新型コロナウイルスの流行の状況や先方政府側の対応

次第で、渡航時期及び業務内容が変更となる場合も考えられるため、具体

的な渡航開始時期等に関しては JICA と協議の上決定することと致しま

す。 

 

以上 

http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf

